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職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

平成２２年１０月１５日
山 口 県 人 事 委 員 会

第１ 給与についての報告及び勧告
１ 公民給与の比較
(１) 月例給

本年４月時点における民間給与と職員（行政職）給与との較差は次のとおり
となっている。

民 間 給 与 職 員 給 与 公 民 較 差
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

１，３８７円
３７６，９８９円 ３７５，６０２円

（０．３７％）

《参考》民間給与と特例条例による減額措置後の職員給与との比較

民 間 給 与 職 員 給 与 公 民 較 差

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

１２，９４３円
３７６，９８９円 ３６４，０４６円

（３．５６％）

（注）特例条例：知事等の給与の特例に関する条例

(２) 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等

の特別給の支給額は、その月の平均所定内給与月額の３．９７月分に相当している。

（職員の場合、現行の年間支給割合は、４．１５月分である。）

〈人事院の報告及び勧告の内容〉

人事院は、本年８月、民間給与が国家公務員給与を７５７円（０．１９％）下回って

いること、民間事業所で支払われた特別給は所定内給与月額の３．９７月分に相当

し、職員の期末手当・勤勉手当の支給割合（４．１５月分）を下回っていること等

を報告し、俸給月額及び期末手当・勤勉手当の引下げ等を内容とする勧告を行った。

また、月６０時間の超過勤務時間の積算の基礎に、日曜日又はこれに相当する

日の勤務の時間を含めることとした。

２ 改定の内容

(１) 本年の給与改定

公民較差、民間の特別給の支給割合及び人事院勧告の内容等を総合勘案し、

職員の給与について、次のとおり判断した。
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ア 給料表

本年４月時点で、職員給与と民間給与を比較した結果、前述のとおり民

間給与が職員給与を１，３８７円（０．３７％）上回っていることが判明した。

これは、平成１８年４月から実施している給与構造の見直しに伴い職員の

給与水準が低下していることが主な要因と考える。

このため、給料表について、所要の改正を行う必要がある。

イ 期末手当及び勤勉手当

（ア） 平成２２年度の支給割合

次のとおり、年間の支給割合が３.９５月分となるよう、０.２月分引き下

げる。

手当の別
期末手当 勤勉手当 合 計

支給期

月分 月分 月分
１．２５ ０．７０ １．９５

６ 月 期
（１．０５） （０．９０） （１．９５）

１．５０→１．３５ ０．７０→０．６５ ２．２０→２．００
１２ 月 期

（１．３０→１．１５） （０．９０→０．８５） （２．２０→２．００）

２．７５→２．６０ １．４０→１．３５ ４．１５→３．９５
合 計

（２．３５→２．２０） （１．８０→１．７５） （４．１５→３．９５）

備考 （ ）内は特別管理職員

（イ） 平成２３年度以降の支給割合

年間の支給割合が３．９５月分となるよう次のとおり改定する。

手当の別
期末手当 勤勉手当 合 計

支給期

月分 月分 月分
１．２５→１．２２５ ０．７０→０．６７５ １．９５→１．９０

６ 月 期
（１．０５→１．０２５） （０．９０→０．８７５） （１．９５→１．９０）

１．３５→１．３７５ ０．６５→０．６７５ ２．００→２．０５
１２ 月 期

（１．１５→１．１７５） （０．８５→０．８７５） （２．００→２．０５）

２．６０ １．３５ ３．９５
合 計

（２．２０） （１．７５） （３．９５）

備考 （ ）内は特別管理職員
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（２） 時間外勤務手当

人事院勧告の内容等を勘案し、月６０時間を超える時間外勤務の積算の基礎

に、日曜日又はこれに相当する日の勤務の時間を含める必要がある。

（３） 改定の実施時期

この改定は、平成２２年４月１日から実施すること。ただし、（１）のイの（ア）

については、この勧告を実施するための条例の公布の日から、（１）のイの（イ）及

び（２）については、平成２３年４月１日から実施すること。

３ その他の課題

（１） 高齢層職員の給与

国において、今後、定年延長の検討が進められる中で、５０歳台後半層職員

のあるべき給与制度についても検討が行われることから、この状況を注視する

必要がある。

（２） 通勤手当

他の都道府県の支給状況等を勘案し、引き続き検討を行う必要がある。

（３） 教育職員の給与

国において、教育職員に係る給与制度についての検討が行われていることか

ら、引き続きこの状況を注視し、必要に応じて所要の措置を講じることが適

当である。

第２ 勤務環境の整備についての報告

１ 総実勤務時間の短縮

職員の総実勤務時間の短縮は、全庁的に取り組むべき重要な課題である。

時間外勤務の縮減については、あらゆる職場において、それぞれの実情に即

した実効性のある時間外勤務の縮減に一層取り組む必要がある。

また、管理職員をはじめ職員一人ひとりにおいても、時間外勤務の縮減を共

通の課題として常に意識し、計画的な業務遂行に努める必要がある。特に、管

理職員は、職員の勤務実態を把握し、業務の進め方の再点検等を行うなど、適

正な勤務時間管理を行うことにより、計画的な業務の進行管理に努めることが

重要である。

さらに、年次有給休暇の取得については、職員の心身のリフレッシュやゆと

りある生活の確保のためにも重要であることから、その計画的・連続的な取得

を促進するとともに、休暇を取得しやすい職場環境づくりを進めていく必要が

ある。
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２ 職員の健康管理対策

職員が、心身ともに健康な状態で職務に従事することは、職員本人や家族に

とってだけでなく、公務能率の向上の観点からも重要であり、引き続き、心身

両面からの健康管理対策を推進していく必要がある。

特に、精神疾患による病休・休職者数が依然として多い状況にあることから、

メンタルヘルス対策は重要な課題である。各任命権者においては、これまでも、

様々な対策が講じられているところであるが、引き続き、組織的に総合的な対

策に取り組むことが必要である。

また、管理職員においては、日頃から職員とのコミュニケーションに心がけ、

健康状況の把握、職場におけるストレス要因の軽減や除去等勤務環境の向上に

取り組むことが重要である。

３ 職業生活と家庭生活の両立支援

職業生活と家庭生活の両立を図るため、育児や介護等を行う職員の働きやす

い勤務環境の整備に努めているところであるが、制度の利用実態等を踏まえな

がら、引き続き両立支援に向けた取組を進める必要がある。

育児については、職員が性別にかかわりなく、働きながら安心して子育てが

できるよう、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」に掲

げた目標の達成に向けた取組を、着実に進めることが重要であり、特に、男性

職員が積極的に子育て等に参加できるよう、育児休業等の活用促進に向けた取

組を一層充実していく必要がある。

第３ 人事行政の運営についての報告

公務や公務員を取り巻く環境が大きく変化する中で、職員の士気を高め、行

政目的の実現や行政運営の効率化を図っていくためには、人事行政の運営全般

にわたり、人材育成や職員の能力の十分な活用に留意した総合的な取組を行う

ことが重要である。

１ 人事評価制度

本県では、知事部局において人事評価制度が本格的に導入され、能力や実績

をより適切に反映した人事・給与制度の確立に向けて取り組んでいる。また、

教育委員会においては、本格実施の対象として校長及び教頭の教職員評価を実

施するなど、新たな人事評価制度の整備が進められている。

今後とも、公正で納得性の高い人事評価制度の定着に向け、これまで実施し

てきた人事評価やその試行の結果を十分検証し、評価者に対する研修や職員か

らの苦情に対処する仕組みが充実されるよう、さらに取組を進める必要がある。
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なお、取組の推進に当たっては、理解と納得が得られるよう職員側との対話が

重要である。

２ 人材の確保・育成等

社会経済情勢の変化、新たな政策課題や複雑・多様化する県民ニーズに的確

に対応するためには、多様かつ優秀な人材の確保に努めることが重要である。

そのためには、職員採用試験の応募者をより多く確保することが有効であり、

就職説明会や職場見学会等の開催をはじめ、各種広報活動などを積極的に行う

ことにより、公務の魅力を直接伝えるための取組等を一層充実させることが必

要である。

また、職員の育成については、専門的能力等の開発はもとより職員の士気の

高揚も重要な視点として、人材の計画的な育成に取り組んでいくことが重要で

ある。

なお、女性職員については、今後とも、政策・方針決定過程への参画を拡大

するなど、その能力が十分に発揮されるよう、引き続き登用を推進する必要が

ある。

３ 高齢期の雇用問題

国が年金支給開始年齢の引上げに合わせて定年年齢の延長等を検討している

中、組織活力と公務能率を確保しながら、職員が高齢期の生活に不安を覚える

ことなく職務に専念できる環境を整備するなど、本県においても、今後の国の

動向を注視しつつ、高齢期の雇用問題について検討を進める必要がある。

４ 公務員倫理

公務員の倫理観の確立が強く求められていることから、職員研修や職場にお

ける指導等を通じた継続的な取組を一層進めていく必要がある。

また、職員一人ひとりが、県民全体の奉仕者であることを自覚し、綱紀の保

持に努めるとともに、公務員としての使命感を持って全力で職務に取り組み、

行政に対する県民の期待と信頼にこたえていくことが必要である。
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［参考］
１ 給料表別改定額（率） 平成２２年４月１日現在

平均 平均 改定前の 改定後の
給 料 表 職員数 経験 平均給与 平均給与 改定額 改定率 備 考

年齢 年数 月額 月額

人 歳 年 円 円 円 ％

行 政 職 4,991 43.4 21.4 373,049 373,687 638 0.17 事務・技術職員

公 安 職 3,024 40.5 18.8 365,926 366,612 686 0.19 警 察 官

海 事 職 58 43.7 22.0 410,180 410,949 769 0.19 船 員

研 究 職 205 42.1 18.0 387,124 387,833 709 0.18 研 究 員

医療職(一) 101 44.1 17.3 845,594 847,472 1,878 0.22 医 師

医療職(二) 170 42.0 19.7 346,642 347,156 514 0.15 薬剤師等

医療職(三) 417 38.1 15.9 322,444 323,131 687 0.21 看 護 師

教育職(一) 3,273 45.6 22.7 427,502 428,116 614 0.14 高等学校等教員

教育職(二) 7,600 46.0 23.2 423,171 423,646 475 0.11 小・中学校教員

全給料表 19,839 44.2 21.7 401,518 402,104 586 0.15

(注) １ 平均給与月額は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任
給調整手当、単身赴任手当（加算額を除く。）、特地勤務手当（これに準ずる手
当を含む。）及びへき地手当（これに準ずる手当を含む。）の総額を職員数で除
したものである。
２ 改定率は、平成２２年４月１日現在の平均給与月額（改定前の平均給与月額）
に対する割合である。

２ 過去の給与改定の状況（行政職）

月例給 特別給 年間給与の
備 考改定額 増減月 増減額

平成１１年 964円 △0.30月 △100千円

平成１２年 449円 △0.20月 △72千円

平成１３年 改定なし △0.05月 △19千円

平成１４年 △8,031円 △0.05月 △155千円

平成１５年 △4,512円 △0.25月 △172千円

平成１６年 改定なし 改定なし －

平成１７年 △1,301円 0.05月 △2千円

平成１８年 改定なし 改定なし －

平成１９年 601円 0.05月 29千円

平成２０年 689円 改定なし 12千円

平成２１年 改定なし △0.35月 △133千円 別に給与減額措置あり

平成２２年 638円 △0.20月 △64千円 〃


